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身
体
に
障
害
の
あ
る
人
や
、
重
度
の

精
神
障
害
の
あ
る
人
が
所
有
し
て
い
る

軽
自
動
車
は
、
一
定
の
条
件
に
よ
り
、

申
請
に
よ
っ
て
１
人
１
台
に
限
り
、
軽

自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
４
月
１
日
現
在
で
、
満
18
歳
未
満
の

身
体
に
障
害
の
あ
る
人
や
精
神
に
障
害

の
あ
る
人
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
人
が
、

所
有
す
る
軽
自
動
車
も
対
象
と
な
り
ま

す
。

　
な
お
、
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て

い
る
人
は
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
希
望
す
る
人

は
、
印
鑑
、
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許

証
を
持
参
の
上
、
４
月
23
日
（
木
）
ま

で
に
、
市
税
務
課
、
各
支
所
、
出
張
所

で
減
免
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
あ
り
ま
す
。

■
変
更
点

　
昨
年
度
減
免
申
請
を
し
た
人
で
、
減

免
申
請
内
容
に
変
更
の
な
い
場
合
は
、

本
年
度
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
車
を
替
え
た
人
、
障
害
の
等
級
な
ど

が
変
わ
っ
た
人
、
運
転
者
を
変
え
る
人

な
ど
は
、
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
市
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
１
１
１
４

　　
市
税
の
口
座
振
り
替
え
を
平
成
21
年

度
第
１
期
分
（
４
月
30
日
納
期
限
）
か

ら
希
望
す
る
人
、
今
ま
で
と
は
別
の
口

座
で
引
き
落
と
し
を
希
望
す
る
人
は
、

３
月
中
旬
ま
で
に
次
の
要
領
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
税
務
課
、
各
支
所
、
出
張
所
、
市

内
の
金
融
機
関
の
い
ず
れ
か
の
窓
口
に
、

口
座
番
号
の
確
認
で
き
る
も
の
と
通
帳

印
を
持
参
の
上
、
市
税
口
座
振
り
替
え

の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
３
月
26
日
（
木
）
市
税
務
課
到
着
分

　
ま
で
処
理
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
２
４
６
４

　
次
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
人
で
、

平
成
20
年
度
の
申
請
を
し
て
い
な
い

人
は
、
３
月
16
日
（
月
）
ま
で
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
要
件

□
心
身
障
害
児

　
平
成
20
年
４
月
１
日
ま
で
に
手
帳

を
取
得
し
、
平
成
20
年
４
月
１
日
以

前
に
引
き
続
き
１
年
以
上
市
内
に
居

住
し
て
い
る
20
歳
未
満
の
人
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　
た
だ
し
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
人
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
を
所

　
　
持
し
て
い
る
人

　
②
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

　
③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
〜

　
　
２
級
を
所
持
し
て
い
る
人

□
心
身
障
害
者
　

　
平
成
19
年
４
月
１
日
ま
で
に
手
帳
を

取
得
し
、
平
成
19
年
４
月
１
日
以
前
に

引
き
続
き
１
年
以
上
市
内
に
居
住
し
て

い
る
20
歳
以
上
の
人
で
、
当
該
障
害
に

つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
給
付

を
受
け
て
な
く
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

　
た
だ
し
、「
ら
い
予
防
法
の
廃
止
に

関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
よ
る
国
立
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
る
人

は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
を
所

　
　
持
し
て
い
る
人

　
②
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
・
申
請
書
（
窓
口
備
え
付
け
の
も
の
）

　
・
印
鑑

　
・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

　
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
・
本
人
名
義
の
通
帳

　
・
公
的
年
金
受
給
中
の
人
は
、
受
給

　
　
し
て
い
る
公
的
年
金
の
証
書
等

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
市
福
祉
課

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
４
３

　
市
保
健
福
祉
部
邑
久
分
室

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
１
８
１
０

　
市
牛
窓
支
所

　
　
０
８
６
９
―
３
４
―
３
４
３
１

　
市
裳
掛
出
張
所

　
　
０
８
６
９
―
２
５
―
０
０
０
４

心
身
障
害
児
・
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

軽
自
動
車
税
の
減
免

市
税
の
口
座
振
り
替
え
は

３
月
中
旬
ま
で
に
手
続
き
を

　県と市町村では、社会全体で子どもたち

の成長や子育てを応援するため、企業との

連携・協働により、ももっこカード事業に

取り組んでいます。

　これは、妊娠中の人や小学校６年生まで

の児童を持つ家庭に対し、ももっこカード

を交付。協賛店を利用したときにカードを

提示することで、各協賛店が独自に設けた

「割引」や「プレゼント」などの、子育て

支援サービスが受けられるものです。現在

では、１，７００を超えるお店が協賛。

　現在使用しているももっこカードの有効

期限は、３月３１日です。引き続き対象家

庭にご利用いただくため、新しいカードへ

の更新を行います。

　更新方法については、小学校、幼稚園お

よび保育園に通学・通園している子どもを

持つ家庭には、学校や園を通じて交付。そ

の他の家庭については、市役所窓口にて新

しいカードを交付しますので、申請手続き

をしてください。

　受付窓口　市子育て支援課（ゆめトピア

　長船内）、市保健福祉部邑久分室、市牛窓

　支所、市裳掛出張所

　なお、協賛店舗については、県のホーム

ページや専用携帯電話ＷＥＢサイトにて店

名、住所、サービス内容を公開しています

ので、ご覧ください。

＊上記のQRコードを携帯電話で読み取り、 

　サイトへ接続してください。

■問い合わせ先

　市子育て支援課　　０８６９―２６―５９４６

ももっこカード
更新手続きをお忘れなく！

廃車手続きは３月末までに
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者（使用者）に課税されます。廃車する人

は、早めに手続きをしてください。なお、車種によって、手続き場所が異なりま

すのでご注意ください。

車　　　種 手続き場所 手続きに必要なもの

軽自動車

（乗用・貨物）

軽二輪・自動二輪

（125ccを超える二輪車）

原動機付自転車

（125cc以下の二輪車）

小型特殊自動車

（農耕用・その他）

岡山市久米177ー3

軽自動車検査協会岡山事務所

　086ー245ー3600

印鑑、検査証、住民票

ナンバープレート（廃車時）など

・名義変更（市内同士の場合）

　印鑑、譲渡証明書または

　名義変更届

・廃車

　印鑑、ナンバープレート

変更内容により必要なものが異な

りますので、事前にそれぞれのとこ

ろへ確認されることをお勧めします。

岡山市藤原24ー1

中国運輸局  岡山運輸支局

　086ー273ー2111

瀬戸内市役所税務課

　0869ー22ー1114

牛窓支所

長船支所

裳掛出張所

▼


